
◎電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一

部を改正する法律 
（令和七年五月二八日法律第四六号）   

一、 提案理由（令和七年四月二四日・衆議院総務委員会） 

○村上国務大臣 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改

正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 近年の社会経済情勢の変化を踏まえ、基礎的電気通信役務のあまねく全国における提

供及び電気通信事業者間の適正な競争関係を確保しつつ、東日本電信電話株式会社及び

西日本電信電話株式会社の経営の自由度の向上等を図るため、基礎的電気通信役務につ

いて他の電気通信事業者が提供しない区域における提供の義務を負う最終保障電気通信

事業者について規定するほか、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の

地域電気通信業務の範囲を見直す等の措置を講ずる必要があります。 

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、最終保障電気通信事業者は、その最終保障業務区域において、基礎的電気通

信役務の提供の求めがあった場合において、区域内電気通信事業者がいないときは最終

保障電気通信役務を提供しなければならないこととするほか、基礎的電気通信役務支援

機関は、最終保障電気通信役務の提供に要する費用の一部に充てるための交付金を交付

する業務等を行うこととしております。 

 第二に、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者等の禁止行為等に関する

規定を整備することとしております。 

 第三に、電気通信番号使用計画の認定の欠格事由として、詐欺罪等により刑に処せら

れた者等を追加することとしております。 

 第四に、鉄塔等提供事業を営む者等は、土地等の使用に関する総務大臣の裁定等の規

定の適用を受けようとする場合には、その鉄塔等提供事業について総務大臣の認定を受

けることができることとしております。 

 第五に、総務大臣は、毎年、電気通信事業者間の適正な競争関係の確保に関する評価

等を行うこととしております。 

 第六に、電報の事業について、電気通信事業とみなすこと等とする規定を削除するこ

ととしております。 

 第七に、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社について、地域電気通

信業務は、同一の都道府県の区域内における通信を媒介する業務から、目的業務区域内

における通信を媒介する業務に見直すほか、保有する設備等を活用して行う業務は、業

務ごとの届出を不要とし、届け出た実施基準に従って営むことができるとしております。 

 第八に、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社について、特定の合併

又は分割の決議に係る総務大臣の認可を不要とするほか、電気通信設備の設置に必要な

建物その他の工作物及び土地の譲渡等に総務大臣の認可を要することとしております。 



 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 なお、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行することとしておりますが、一部の規定を除き、最終保障電気通信事業者

に関する制度の整備に関する規定等は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内に

おいて政令で定める日から施行することとしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 

 以上であります。 

二、 衆議院総務委員長報告（令和七年五月一三日） 

○竹内譲君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査

の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、近年の社会経済情勢の変化を踏まえ、電話及びブロードバンドのユニバーサ

ルサービスのあまねく日本全国における提供及び電気通信事業者間の適正な競争関係を

確保しつつ、ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本の経営の自由度の向上等を図るため、ユニ

バーサルサービスについて他の電気通信事業者が提供しない区域における提供の義務を

負う最終保障電気通信事業者について規定するほか、ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本の

地域電気通信業務の範囲を見直す等の措置を講じようとするものであります。 

 本案は、去る四月二十三日本委員会に付託され、翌二十四日村上総務大臣から趣旨の

説明を聴取し、五月八日、質疑を行い、これを終局いたしました。次いで、討論を行

い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、 参議院総務委員長報告（令和七年五月二一日） 

○宮崎勝君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査

の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、近年の社会経済情勢の変化を踏まえ、基礎的電気通信役務のあまねく日

本全国における提供及び電気通信事業者間の適正な競争関係を確保しつつ、東日本電信

電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の経営の自由度の向上等を図るため、基礎的

電気通信役務について他の電気通信事業者が提供しない区域における提供の義務を負う

最終保障電気通信事業者について規定するほか、東日本電信電話株式会社及び西日本電

信電話株式会社の地域電気通信業務の範囲を見直す等の措置を講じようとするものであ

ります。 

 委員会におきましては、今後のＮＴＴグループの在り方、将来にわたってのユニバー

サルサービス確保の見通し、本法律案が公正競争に与える影響、通信事業者に対する外

資規制の考え方等について質疑が行われました。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して伊藤岳委員より反対



する旨の意見が述べられました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 


